

　　平成２４年度


	講　習　日
	区　分
	日
	区　分
	日

	
	4月
	1 
	９(月)・１０(火)・１１(水)
	１０月
	1 
	２(火)・　３(水)・　４(木)

	
	
	2 
	２５(水)・２６(木)・２７(金)
	
	2 
	２２(月)・２３(火)・２４(水)

	
	5月
	1 
	２１(月)・２２(火)・２３(水)
	１１月
	1 
	２(金)・　３(土)・　４(日)

	
	
	　
	
	
	
	

	
	６月
	1 
	１(金)・　２(土)・　３(日)
	１２月
	1 
	１１(火)・１２(水)・１３(木)

	
	
	
	
	
	
	

	
	7月
	1 
	６(金)・　７(土)・　８(日)
	平成25１月
	1 
	１６(水)・１７(木)・１８(金)

	
	
	
	
	
	
	

	
	8月
	
	
	２月
	1 
	２０(水)・２１(木)・２２(金)

	
	
	
	
	
	
	

	
	９月
	1 
	１４(金)・１５(土)・１６(日)
	３月
	1 
	１２(火)・１３(水)・１４(木)

	
	
	
	
	
	
	

	講 習 時 間
	・１日目・２日目　８：４５～１７：００　・３日目　８：４５～１８：００

	開 催 場 所
	職業訓練法人　東広島地域職業開発協会
　東広島地域職業訓練センター　　東広島市八本松町吉川5782－58　　

	受　講　料
	玉掛け未経験者　１８，０００円　　　玉掛け補助経験者等　１７，０００円
クレーン等の運転士免許または技能講習修了証を有する方　１６，０００円　（別途テキスト代１,６００円）
※受講料は、開講通知に同封の振込依頼書でお支払いください。

	対　象 　者
	１８歳以上

	講 習 内 容
	学科
	クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
	１日目
	３時間

	
	
	クレーン等の玉掛けの方法
	１･２日目
	７時間

	
	
	クレーン等に関する知識
	２日目
	１時間

	
	
	関係法令
	
	１時間

	
	筆記試験
	
	

	
	実技
	クレーン等の運転のための合図
	３日目
	１時間

	
	
	クレーン等の玉掛け
	
	６時間

	
	実技試験
	
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※学科・実技とも修了試験があります。
　　　　　担当講師：福垣内講師・横井講師・鶴原講師
注意事項
1 受講者が５名以下の場合は、開講できません。

2 前日以降のキャンセルの場合、受講料はお支払いいただくこととなります。

3 １日目は、写真撮影がありますので、８時３０分までにお越しください。
4 ３日目は、実技作業の出来る服装でお越しください。

5 講習科目の免除を受ける方は，別途、証明書類が必要となります。詳しくは次頁をご覧ください。
開講日に持参する
・筆記用具（鉛筆及び消しゴムは必須）、印鑑（出席簿押印用） 
　　　　　　 修了証書

・修了者に講習修了後、修了証書及び修了証を交付します。
〈講座の申込み・お問い合わせ先〉　　東広島地域職業訓練センター
〒739-0152　東広島市八本松町吉川5782-58

Tel（０８２）４２９－０８１０　　Fax（０８２）４２９－１８０６　
メール： nintei@hvtc.com　　Url　http∥www.hvtc.com

· 申込は、下記の申込書により、郵送、FAX、メールで、またはホームページから申込みください。

【受講科目の免除（特例）について】
	受講の免除を受けることが出来る方
	免除科目
	免除時間
	必要書類
	受講料

	1． クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者
2． 床上操作式クレーン運転技能講習又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者
	【学科】

クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
	3時間
	1． 該当する免許
証の写し又は修
了証の写し
	１６，０００円

	
	【実技】

クレーン等の運転のための合図
	1時間
	
	

	3． 次の業務に6ヶ月以上就いた経験のある方

　(1)．クレーン（吊り上げ荷重が５トン未満跨線テルハを除く）の運転

　(2)．移動式クレーンの運転（道路上を走行させる運転は除く）

　(3)．制限荷重5トン未満の揚貨装置の運転

　(4)．吊り上げ荷重が5トン未満のデリックの運転
	　【実技】

クレーン等の運転の為の合図
	１時間
	１．該当する免許証の写し又は、修了証の写し

２．当該業務を行った事業所の証明書
	１７，０００円

	4． 鉱山（鉱物の採鉱を主たる事業とする事業場）において、次の業務に１ヶ月以上就いた経験のある方

　(１)．吊り上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転

　(2)．吊り上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンの運

　　　転
	　【実技】

クレーン等の運転の為の合図
	１時間
	１．該当する免許証の写し又は、修了証の写し

２．当該業務を行った事業所の証明書
	

	5． 次の玉掛け補助作業に6ヶ月以上就いた経験のある方

　(１)．吊り上げ荷重又は、制限荷重が１トン以上のクレーン・移動式クレーン・デリック及び、揚貨装置

6． 制限荷重が1トン未満の揚貨装置の玉掛け作業に6ヶ月以上従事された経験を有する方
	【学科】

クレーン等の玉掛けの方法


	1時間
	１．当該業務を行った事業所の証明書

２．補助された玉掛け有資格者の修了証の写し
	

	
	【実技】

クレーン等の玉掛け
	2時間
	
	

	7． 次の玉掛け作業に6ヶ月以上就いた経験のある方

　(１)．吊り上げ荷重が1トン未満のクレーン・移動式クレーン及びデリック
	【学科】

クレーン等の玉掛け方法
	1時間
	１．玉掛け特別教育修了証の写し

２．当該業務を行った事業所の証明書
	

	
	【実技】

クレーン等の運転の為の合図
	1時間
	
	

	
	【実技】

クレーン等の玉掛け
	2時間
	
	


· 玉掛けの補助作業とは、合図のみを行う作業ではなく、特定の方の直接の指示の下に行う玉掛け業務いいます。
· 受講料の免除をご希望の方は、申し込み時に必要な書類を添付して下さい。

· ５～７の特例を受ける方は、科目が一部免除になりますが、免除を受けた範囲も試験を実施します。

	職業訓練法人　東広島地域職業能力開発協会
玉掛け技能講習受講申込書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日
申込企業名又は申込者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　 企業の場合は担当部署名 ：                              

　　　　　　　　　　担当者氏名：　　　　　　　　　    　　　　

	講習月日
	区

分
	―
	月

日
	月　　　日 ～      月　　　日　　　　３日間

	ふりがな
	
	性　別

	氏名
	
	男　・　女

	生年月日
	昭和 ・ 平成　　　　年　　　　　　月　　　　　　日生
	歳

	現　住　所
	〒　　　　　－　　　　
自宅℡（　　　　　　）　　　　－　　　　　　　携帯℡（　　　　　）　　　　　－　　　　　　　

	本籍地
	都・道
・府・県
	職業
	1 会社員　2　公務員　3　自営業　4　ｱﾙﾊﾞｲﾄ

5　学生　　6　求職中　　7　無職

	勤 務 先 名
	

	雇用年月日
	昭和　・　平成　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

	雇用保険
	1. 加入している（被保険者番号　　　　　　　　　　　　　　　　）　２.　加入していない

	勤務先住所
	〒　　　　　－　　　　　　　　電　話　（　　　　　　）　　　　－　　　　
　　　　

	勤務先の業種
	1. 小売業・飲食業　2. サービス業　3.　卸売業　4.　左記以外の業種　5.　公務職場

	企業資本額
(出資の総額)
	1. 5千万円以下　　2.  5千万円超～1億円以下  3. 1億円以上～3億円以下  4. 3億円超

	勤務先全体の常用従業員数
	1. 50人以下　　2.  51～100人  3. 101～300人  4. 301人以上

	玉掛け未経験者
	
	受講料
	￥18,000
	必要な証明書
	無

	クレーン等の運転士免許を受けた方
	
	
	￥16,000
	
	１

	クレーン等の運転業務に６ヶ月以上従事した方
	
	
	￥17,000
	
	２・４

	玉掛け補助作業に６ヶ月以上従事した方
	
	
	
	
	３・４

	証明書類
	1. 運転士免許　　２. クレーン特別教育　　３. 玉掛け特別教育　　４. 業務証明書

	受講料負担者区分
	１　勤務先企業　　　　　２　受講者　　　　左記の１又は２に○を付してください。


≪企業で即戦力になれる資格！！≫　　広島労働局登録教習機関第１８０号








玉掛け技能講習





【定員：各１４名】





吊り上げ荷重（制限荷重）無制限の玉掛け作業ができます











